
77

お母さんの産後のケア
保健センター 0566-76-1133

保健センターでは、親子がともに健康な生活が過ごせるようにさまざまな保健事業を行っています。子育てで
悩んだり、わからないことがあればお気軽にご相談ください。（保健師・管理栄養士・歯科衛生士の専門職が相
談に応じます。）

※日程等は広報あんじょうまたは安城市公式ウェブサイトにてご確認ください。※1～6の事業は託児は行っておりません。
※1：安城市に住民登録のある方のみ、ご利用いただけます。他市へ転出された場合は、
      すみやかに転出先に相談し、交換手続きをしてください。
※2：一部実施していない医療機関があります。あらかじめご確認ください。
※3：医療機関によって持ち物が異なる場合がありますので、あらかじめご確認の上受診してください。
※4：母子手帳アプリ「あんぴよ」から事前予約が必要です。アプリダウンロードはこちらから。▶▶

問

保健センター事業（お母さん編）

1

事業名 内容 実施日 場所 持ち物

産婦健康診査

母子健康手帳交付時にお渡しした「第1回産
婦健康診査受診票」、「第2回産婦健康診査受
診票」を医療機関へそれぞれ提出してくださ
い。県外受診分は、保健センターへ後日申請
していただくと、健診にかかった費用を限度
額の範囲内で助成します。※1

医療機関によりますが、なるべ
く産後2週間ごろと産後1か月
ごろに受診してください。

各医療機関
※2

母子健康手帳、
産婦健康診査受
診票※3

2 産婦歯科
健康診査ケア

● 母子健康手帳交付時にお渡しした「産婦歯
科健康診査ケア受診票」を実施歯科医療
機関へ提出してください。
● お口の診査、ブラッシング、フロッシング、歯
のクリーニングが無料で受けられます。※1

出産後1年以内に受診してくだ
さい。

安城市内の
歯科医療機関
※2

母子健康手帳、
産婦歯科健康診
査ケア受診票

3

お誕生
おめでとう電話

● このお電話で、こんにちは赤ちゃん訪問の
日程調整を行います。
●出産後、すぐのお悩みに応じます。

産後1か月ごろまでにお電話し
ます。 一 一

こんにちは
赤ちゃん訪問
（生後4か月を迎
えるまでの児）

お母さんが1人で、不安や悩みを抱え込まな
いようご相談に応じ、地域の子育て支援情報
を提供します。

保健センターよりご案内をお送
りします。日程調整の上、訪問し
ます。

一 一

4 離乳食教室
ステップ1~4

からだやお口の発達に合わせた離乳食の進
め方、歯のお手入れのし方、水分のとり方な
ど実習を交えてお話します。

おおむね火曜日
要予約（あんぴよ）※4 保健センター

あんぴよ、市公
式ウェブサイトで
お知らせします。

5 スクスク子育て
相談室

● 対象は、おおむね4歳までのこどもとその
保護者、ご家族などです。
● 育児や栄養、歯のことについて、保健師・
管理栄養士・歯科衛生士が面接相談に応じ
ます。
● 身体計測のみは予約なしで、時間内に自由
に測定できます。

おおむね第2、4木曜日
※面接相談は、
要予約（あんぴよ）※4
ただし、計測のみは予約不要
受付 午前9時～午前11時

保健センター
母子健康手帳、
筆記用具、バス
タオル

6 乳幼児相談
（出生後～）

電話や面接で、こどものいろいろな相談に応
じます。

平日（土曜日・日曜日・祝日・年
末年始を除く）
午前8時30分～午後5時
※６月以降は、午前９時～午後4時
※面接相談は、要予約

一 一

7 産後ケア
（産後1年未満）

出産後のお母さんが安心して育児ができる
よう、助産師等の専門職からケアが受けられ
ます。（詳細は、市公式ウェブサイトをご覧く
ださい。事前申請が必要です）

各実施機関と調整 実施機関
利用者宅 一
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